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特集　 保険証の仕組みが変わります マイナ保険証

●問い合わせ先　保険年金課（☎ 37-2140）

　法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード（以降、マイナ保険証と表記）を基本
とする仕組みへ変更となることに伴い、12 月 2 日から保険証が変わります。
　今回の特集では、保険証が切り替わった後の対応や、マイナ保険証の使い方などをお知らせします。

　12 月 2 日以降は、現行の保険証の新規発行・再発行がで
きなくなります。
※ 勤務先の健康保険、ほかの市区町村の国民健康保険、職

域の国保組合など、保険者によって、今回の掲載内容と一
部内容が異なる場合がありますので、詳細は各保険者に問
い合わせください。

発行済みの保険証は、12 月
2 日以降も有効期限まで引き
続き使えますので、大切に保
管ください。

　市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方には、現在お持ちの保険証が有効期限を迎える前
に、マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
　現在お持ちの保険証を紛失したときや加入する保険が変わったときなどにも、申請により交付します。
※そのほかの保険に加入している方は、各保険者に問い合わせください。

　マイナンバーカードを保険証として登録し、医療機関や薬局などで保険証として利用でき
るようにしたものです。マイナンバーカードを取得しただけでは、保険証として使用できま
せんので、マイナポータル（3 ページ QR コード）などから申し込みください。
　マイナンバーカードは、市役所 1 階市民課などで申請することができます。まだ取得し
ていない方は、この機会に申請ください。
●マイナンバーカード申請の問い合わせ先　市民課（☎ 37-2138）

マ イ ナ ン バ ー
カードの申請に
ついてはこちら

マイナ保険証

「資格確認書」を交付します。

※ 現行の保険証が有効期限を迎えるま
では、保険証を提示ください。

ポイント

マイナ保険証とは

マイナ保険証を持っていない方 マイナ保険証を持っている方

「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証を持っていない方

新たに発行する「資格確認書」を提示く
ださい。

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証を提示して受診ください。
※ 受診先の医療機関などによって、マ

イナ保険証が使えない場合は、マイナ
保険証と「資格情報のお知らせ」を一
緒に提示ください。

  12 月 2 日以降、現行の保険証の新規・再発行を終了します

「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します

  12 月 2 日以降の医療機関の受診方法
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12 月 2 日から
　保険証の仕組みが変わります

　現在、市国民健康保険被保険者および後期高齢者医療保険被保険者のうち約 70 パーセントの方がマイナ保険
証を持っています。マイナ保険証を使うと以下のようにさまざまなメリットがあります。
　この機会にマイナ保険証の利用をぜひ検討ください。

①過去に処方された薬や特定健診などの
情報が医師や薬剤師に共有され、データ
に基づく最適な医療が受けられます。

③転居などによる保険証の切り替えや更
新が不要になります。

②マイナポータルで自分の特定健診の
データや、処方された薬剤情報などが閲
覧でき、健康管理に役立ちます。

④原則、限度額適用認定証などがなくて
も高額療養費制度における限度額を超え
る支払いが免除されます。

マイナ保険証の
利用申し込みな
どは、こちら！

　マイナ保険証に切り替えたいけれど、受診方法が分からなくて不安、そんな悩みはありませんか？マイナ保険
証は、医療機関や薬局のカードリーダーにマイナンバーカードを置き、以下の操作をするだけで受診することが
できます。

ステップ①
受け付け

顔認証または 4 桁の暗
証番号をカードリーダー
に入力します。

診察室などでの診療・服
薬・健康情報の利用につ
いて確認します。

▽保険が変わるときの加入・脱退手続き
▽ 65 歳以上 74 歳以下の方で、一定の障がいがある方の後期高齢者医
療保険の加入手続き
※手続きの詳細は、加入する保険者に問い合わせください。

次の場合は手続きが必要です

マイナ保険証をカード
リーダーに置きます。

ステップ②
本人確認

ステップ③
同意の確認

カードを忘れずに持ち帰
りましょう！

ステップ④
受け付け完了

  医療機関を受診する際にマイナ保険証を使用してみましょう

  マイナ保険証のメリット

 マイナポータル


